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新潟県・改正物流効率化法に関する企業の意識調査（２０２６年４月） 

当レポートの著作権は株式会社帝国データバンク

に帰属します。  

当レポートはプレスリリース用資料として作成して

おります。著作権法の範囲内でご利用いただき、

私的利用を超えた複製および転載を固く禁じま

す。  
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２０２６年４月１日に全面施行された改正物流効率化法の『内容を知っている』企業の割合は

17.0％だった。一方、『内容を知らない』企業が６6.8％にのぼった。物流停滞に対して重要と考

える対策は「関係事業者間での連携の強化」が４割超で最も高く、運用面での対応が続いた。業界

別では『運輸・倉庫』における内容の認知割合が９割に迫った一方、主要な荷主事業者も含めた他

業界では認知度が低位にとどまり、業界間での格差がみられた。 

 

株式会社帝国データバンク新潟支店は、新潟県４０７社を対象に、２０２６年４月１日に全面施行された「改正物流効率化法」に関す

るアンケート調査を実施した。  

※調査期間：２０２６年４月１６日～４月３０日（インターネット調査）  

※調査対象：新潟県４０７社、有効回答企業数は２３５社（回答率５７．７％） 

 

 

SUMMARY 
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重要な対策、関係者間での連携が最高 

運用面での対応が続く 

改正物流効率化法 
７割近くが『内容を知らない』 
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17.0％

制度の内容を含めて

よく知っている

2.6％

制度の内容を含めて

ある程度知っている

14.5％

名前は聞いたことがあるが、

制度の内容は知らない

32.3％

知らない

（名前も聞いたことがない）

34.5％

分からない

16.2％

注1：母数は、有効回答企業235社

注2：小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100とはならない。

また、内訳も必ずしも一致しない

内容を知っている

内容を知らない
66.8％

改正物流効率化法、企業の７割近くが『内容を知らない』 

２０２６年４月１日に「改正物流効率化法」が全面施行され、一定規模以上の特定事業者には中長期計画

の作成や定期報告が義務付けられた。これに先立ち、２０２５年４月には、すべての荷主および物流事業者

に対し、物流効率化に向けた取り組みが努力義務として課された。 

改正物流効率化法の認知状況を尋ねたところ、「制度の内容を含めてよく知っている」が２．６％、「制度の

内容を含めてある程度知っている」が１４．５％となり、両者を合わせた『内容を知っている』企業は１７．０％と

２割に満たなかった。一方で、「名前は聞いたことがあるが、制度の内容は知らない」は３２．３％、「知らない

（名前も聞いたことがない）」は３４．５％となり、これらを合計した『内容を知らない』企業は６６．８％と７割近

くに達した。 

『内容を知っている』企業の割合を規模別にみると、取り扱う貨物量がより多い傾向にある「大企業」が

18.5％と全体を 1.5 ポイント上回るなど、規模が大きいほど割合が高い傾向がみられた。 

業界別では、トラック運送業など物流事業者を多く含む『運輸・倉庫』が 88.9％と突出して高かった。

一方、原材料調達から出荷まで物流依存度の高い荷主側である『製造』（２２．６％）も全体を上回ったも

のの、２割台にとどまった。また、『小売』は４．２％と５％未満となり、主に着荷主として物流との接点が多

いにもかかわらず、認知が進んでいない実態が浮き彫りとなった。 

 

 

改正物流効率化法の認知状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正物流効率化法の認知状況  改正物流効率化法の『内容を知っている』企業の割合  

～規模・業界別～  

17.0％
18.5％

16.8％
14.3％

7.1％

22.6％
16.1％

4.2％

88.9％

9.5％
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重要な対策、「関係事業者間での連携の強化」がトップ 

働き方改革にともなう２０２４年問題やドライバー不足による物流停滞が懸念されるなか、重要と考える対

策・取り組みについて尋ねたところ、「関係事業者間での連携の強化」が 43.4％でトップとなった（複数回

答、以下同）。 

また、混雑日時の回避、発送量・頻度の見直し、復荷などの「配送・運行計画の最適化（混雑日時の回避、

発送量・頻度の見直し、復荷など）」（２7.7％）や「リードタイム（発注から納品までの時間）の確保」（２

4.3％）といった物流量やタイミングを調整する運用面での対応が２割を超えた。さらに、これらを支える手

段としての側面を持つ自動化などの「デジタル技術の活用による業務の効率化（自動化、機械化を含む）」

（２5.5％）も上位となった。 

一方で、「物流に関する責任者の選任」（6.0％）のほか、「輸送用器具（パレットなど）の活用による効率

化」（8.1％）など現場における荷役作業の効率化に関する項目は低水準にとどまった。 

 

物流の停滞に対する重要な対策・取り組み  

 

物流事業者である『運輸・倉庫』と、主要な荷主である『製造』『卸売』『小売』（以下、『荷主事業者』）を比

較すると、多くの項目に関して『運輸・倉庫』側で重要だと考える割合が高く、幅広い分野で関心の高さがう

かがえた。なかでも、『運輸・倉庫』の割合が『荷主事業者』すべてを１０ポイント以上上回ったのは、「荷役作

業が円滑に行える環境整備」「社内教育体制の整備」「取り組み実施状況・効果の把握」だった。 

一方で、「リードタイム（発注から納品までの時間）の確保」などは『運輸・倉庫』が『荷主事業者』を下回っ

ており、双方の間で重要だと考える対策に違いがみられた。 

企業からは、「委託事業者との率直な意見交換を行っていく」（卸売）など関係事業者間の連携強化に関

する声などがあった。 

43.4%

27.7%

25.5%

24.3%

15.7%

12.8%

12.3%

9.8%

9.8%

8.9%

8.1%

6.0%

3.4%

6.8%

配送・運行計画の最適化（混雑日時の回避、発送量・頻度の見直し、復荷など）

デジタル技術の活用による業務の効率化（自動化、機械化を含む）

リードタイム（発注から納品までの時間）の確保

繁忙期と閑散期の平準化

事前出荷情報の活用

荷役作業が円滑に行える環境整備（フォークリフト、バース、人員の適正配置など）

社内教育体制の整備

中長期的な物流効率化の計画作成

取り組み実施状況・効果の把握

輸送用器具（パレットなど）の活用による効率化

物流に関する責任者の選任

トラック予約受付システムの導入・活用

その他

注：母数は、有効回答企業235社

関係事業者間での連携の強化
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まとめ 

本調査では、２０２６年４月１日に全面施行された改正物流効率化法の『内容を知っている』企業の割合が

２割に満たないことが判明した。業界別では『運輸・倉庫』が９割に迫り突出して高かった一方、主要な荷主事

業者である『製造』『卸売』は２割前後、『小売』は１割未満にとどまった。 

物流停滞に対して重要と考える対策・取り組みは、「関係事業者間での連携の強化」が４割を超えトップだ

った。また、「配送・運行計画の最適化」や「リードタイムの確保」といった物流量やタイミングを調整する運用

面での対応に関する項目や、「デジタル技術の活用による業務の効率化」も上位にあがった。ただし、業界別

では物流事業者と荷主事業者との間で、重要と考える対策に違いがみられた。 

２０３０年には国内で輸送される９億トン超の荷物が運べなくなるとされる、いわゆる「物流の２０３０年問題」

が懸念されている。こうした事態を回避するためには、企業規模を問わず、物流に関わるすべての企業が改

正物流効率化法への対応を進めることが不可欠となる。また、その取り組みが企業に配送コストの削減やサ

ービス品質の向上といった効果をもたらすことも期待される。 

今後は、出荷量や配送エリア、輸送回数などの情報をまとめ自社の物流量を正確に把握することや、発着

拠点で発生している待機時間や作業時間を整理し、ドライバー拘束時間の実態を確認することによる荷待

ち・荷役時間の可視化のほか、物流の非効率要因を特定するなどして輸送条件の見直しを行うことなどがこ

れまで以上に求められることとなろう。 

 

 

 

 

中小企業基本法に準拠するとともに、全国売上高ランキングデータを加え、下記のとおり区分。 

業界 大企業 
中小企業（小規模企業含

む） 
小規模企業  

製造業その他の

業界  

「資本金3億円を超える」かつ  

「従業員数300人を超える」  

「資本金3億円以下」または  

「従業員300人以下」  
「従業員20人以下」  

卸売業  
「資本金1億円を超える」かつ  

「従業員数100人を超える」  

「資本金１億円以下」または  

「従業員数100人以下」  
「従業員5人以下」  

小売業  
「資本金5千万円を超える」か

つ「従業員50人を超える」  

「資本金5千万円以下」また

は  

「従業員50人以下」  

「従業員5人以下」  

サービス業  
「資本金5千万円を超える」か

つ「従業員100人を超える」  

「資本金5千万円以下」また

は  

「従業員100人以下」  

「従業員5人以下」  

注1：中小企業基本法で小規模企業を除く中小企業に分類される企業のなかで、業種別の全国売上高ランキングが上位3％の企業を大企業として区分  

注2：中小企業基本法で中小企業に分類されない企業のなかで、業種別の全国売上高ランキングが下位50％の企業を中小企業として区分  

注3：上記の業種別の全国売上高ランキングは、TDB産業分類（1,359業種）によるランキング  

 

企業規模区分  


